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カタログご利用の手引

関連法規対象品目の表示 

　関連法規の対象となる試薬は、以下の記号により表示しています。

保存方法の表示 

表　示 内　　　　　　　容

消防法による危険物
危険物の分類は、「G4-1-S-Ⅱ」のような弊社独自の略号により表示しています。本カタログに表示している消防法に基づく危険物区分は、確認
試験結果のほか、一般公表文献の値と消防法別表を参考にしたもので、すべての分類が確認試験結果に対応するというものではありません。

毒物及び劇物取締法による毒物
毒物の包装等級は、「CⅠ」「CⅡ」と区別して表示しています。特定毒物は記事欄に表示しています。

毒物及び劇物取締法による劇物
劇物の包装等級は、「BⅠ」「BⅡ」「BⅢ」と区別して表示しています。

労働安全衛生法による有機溶剤、特定化学物質、鉛化合物、名称等を表示・通知すべき有害物質
労働安全衛生法施行令有機溶剤中毒予防規則、特定化学物質障害予防規則、鉛中毒予防規則、および名称等を通知すべき危険及び有
害物に該当する物質を表示しています。

化審法による特定化学物質
「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律」（化審法）に該当する第一種特定化学物質、第二種特定化学物質を表示しています。
第一種特定化学物質をご購入頂くためには、経済産業大臣の許可が必要です。 （●詳細は→p.33 参照）

強度の変異原性が認められた既存化学物質及び新規化学物質

麻薬及び向精神薬取締法に基づく向精神薬
特定麻薬向精神薬原料は、記事欄に表示しています。

PRTR
化学物質排出把握管理促進法による指定化学物質
「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律」（化学物質排出把握管理促進法、PRTR法）に該当す
る第一種指定化学物質は PRTR  1-○○○、第二種指定化学物質は PRTR  2-○○○と表示し、○○○は各々の政令番号を示します。（対
象物質の政令番号は、平成20年11月公布の改正施行令にもとづいています。）

化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律による指定化学物質
「化学兵器の禁止法及び特定物質の規制などに関する法律」（化学兵器禁止法）に該当する第一種指定物質（化兵 -1）、第二種指定物質
（化兵 -2）を表示しています。

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（医薬品医療機器等法）により規定される医薬品該当製品
販売店は卸売販売業等の医薬品の販売許可を取得している業者に限られます。また、体外診断用医薬品については、販売先が薬局開
設者・医薬品の製造販売業者・病院・飼育動物診療施設の開設者等に限られます。

関係法令により、注文の際に確認証等が必要な物質
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表　示 内　　　　　　　容

冷蔵貯蔵品
保存温度は「A0℃～6℃」「A2℃～8℃」のように表示しています。

冷凍貯蔵品
保存温度は「E－20℃以下」「E－20℃～0℃」のように表示しています。
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